
都市計画区域内において「自己用住宅」の建築を目的とした開発行為（都市計画法    

第３２条）の手続きフローについて 

 

（申請者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【計画変更が生じた場合】 

 

 

 

窓口相談 都市計画課 

内容説明 

回答 ※1 

都市計画法   

第 32条申請 道路施設管理者 

下水道施設管理者 

その他施設管理者 

都市計画法   

第 32条申請 

都市計画法   

第 32条申請 

申請※2 

同意等※3 

同意等※3 

同意等※3 

都市計画課 

申請 

許可 

都市計画法   

第 29条申請 

工事着手届 都市計画課 

工事完了 

工事完了届 都市計画課 

提出 

提出 

工事完了検査実施 

都市計画課 
検査済証発行 

検査済証受取 

計画変更 都市計画課 

各施設管理者 

内容説明 

回答 ※5 

計画変更 
内容説明 

回答 ※6 

※1 回答 

 ・都市計画法第 29 条に係る開発行為

に該当する場合、都市計画法第 32

条等に係る申請手続きについて案内

します。 

※3 同意等 

 都市計画法第 29 条申請を行う前に 

 各施設管理者と都市計画法第 32 条に

係る調整を完了してください。 

 

※5 回答 

・都市計画法第 35条の 2の変更許可

申請の要否について回答します。 

 

※6 回答 

・都市計画法第 32 条の変更に係る 

申請の要否について回答します。 

 

※他法令等により必要となる手続きは別途行う必要があります 

工事写真 

竣工図面 

提出※4 
各施設管理者 

※4  提出 

・各施設管理者と調整していただき、 

 必要書類を提出してください。 

 

申請※2 

申請※2 

※2 申請 

 申請書の様式については各施設管理者

に確認してください。 


